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【Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処施設の設備分類の基本方針】(17／90) 
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• 設備と重要度分類の

関係性を示す表の構

成としては，発電炉

と同等となってお

り，記載内容は事業

変更許可申請書に基

づいた記載としてい

るため，新たな論点

が生じるものではな

い。 

• なお，設工認では，

事業変更許可申請書

に基づき，より具体

化した申請対象設備

となるため，本重要

度分類に追加を行

う。（設工認申請書

上の示し方について

は別途提示する。） 
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